
提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 30 項 5 目 5

その他 一般財源

26

【補正理由】

・鳥取県土地改良事業団体連合会特別負担金 26千円

特別負担金負担率

・50,000千円以下　0.1%

・50,000千円を超える部分に対して　0.05％

現年

繰越

計

不足額　113千円-87千円＝26千円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

令和８年第２回定例会

議案説明資料 水道課

議案番号 35 令和７年度大山町一般会計補正予算（第13号）

農林水産業費 農業費 農地費

事業番号 212 事業名 県営土地改良事業

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

34,762 26

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

負担金

　　県土連特別負担金

区分 事業費 負担金

当初 123,000千円 87千円

72,500千円 62千円

50,500千円 51千円

123,000千円 113千円

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

対象
（誰、何に対してか）

開拓地区給水受益者 23　上下水道を安全で安定的に持続し
よう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

４．安心で快適なまちづくり

農業競争力強化基盤整備事業
実施要綱外

補正前 今回補正額

　県営営農飲雑用水事業の事業繰越に伴い、負担金の予算不足が
見込まれるため補正を行う。

変更

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

県が事業主体となって行っている営農飲雑用水事
業に対して、事業費の一部を町及び地元で負担
することにより、事業の適正な執行を図る。


